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指
定
廃
棄
物
の
処
理
等
の
推
進
に
関
す
る
質
問
主
意
書

事
故
由
来
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
八
〇
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
廃
棄
物
は
、
「
平
成

二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物

質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
指
定
廃
棄
物
と
し
て
環

境
大
臣
が
指
定
を
行
い
、
国
の
責
任
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
、
指
定
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
法
に
基
づ
く
基
本

方
針
で
、
当
該
指
定
廃
棄
物
が
排
出
さ
れ
た
都
道
府
県
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
環
境
省
は
、
指
定
廃
棄
物
の
処
理
の
方
針
を
具
体
化
す
る
た
め
に
関
係
地
方
公
共
団
体
と
の
協
議
を
行
い
、
本
年
三

月
三
十
日
に
、
国
が
必
要
な
最
終
処
分
場
等
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
「
指
定
廃
棄
物
の
今
後
の
処

理
の
方
針
」
（
以
下
「
処
理
の
方
針
」
と
い
う
。
）
を
策
定
・
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

除
染
に
よ
る
発
生
土
壌
等
が
現
在
で
も
、
校
庭
の
片
隅
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
状
況
等
が
続
い
て
お
り
、
生
徒
等
の
安
全
確

保
・
健
康
保
全
等
の
た
め
、
一
刻
も
早
く
最
終
処
分
場
へ
搬
入
・
処
理
す
る
こ
と
が
政
府
に
課
せ
ら
れ
た
喫
緊
の
責
務
で
あ

る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
基
本
的
認
識
を
伺
い
た
い
。

一



二

平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
時
点
で
放
射
能
に
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
の
保
管
ひ
っ
迫
事
例
等
が
四
十
五
件
、
こ
の
他
に
、

稲
わ
ら
、
堆
肥
等
の
農
業
系
副
産
物
に
つ
い
て
も
、
四
県
の
市
町
村
下
で
多
数
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
、
平
成
二
十
三
年
十

二
月
二
十
七
日
開
催
の
「
除
染
及
び
特
定
廃
棄
物
処
理
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
合
（
第
三
回
）
」
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、

こ
れ
ら
の
各
案
件
の
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
詳
細
に
伺
い
た
い
。

三

処
理
の
方
針
で
は
、
「
農
林
業
系
副
産
物
（
稲
わ
ら
、
牧
草
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
農
家
の
敷
地
な
ど
で
の
保
管
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
お
り
、
農
家
経
営
や
生
活
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
…
（
中
略
）
…
既
存
の
廃
棄
物
処
理

施
設
に
よ
る
処
分
を
実
施
で
き
な
い
場
合
に
は
、
指
定
廃
棄
物
が
存
在
す
る
市
町
村
ご
と
に
仮
設
焼
却
炉
や
移
動
式
焼
却
炉

を
設
置
す
る
こ
と
や
、
都
道
府
県
内
に
お
い
て
集
約
し
て
仮
設
焼
却
炉
を
設
置
す
る
こ
と
も
含
め
、
可
能
な
限
り
速
や
か
に

中
間
処
理
す
る
よ
う
努
め
る
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
前
記
二
の
と
お
り
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
時
点
に
お
い
て
、

四
県
の
市
町
村
下
で
農
業
系
副
産
物
等
の
保
管
ひ
っ
迫
事
例
が
発
生
し
て
お
り
当
該
地
域
で
は
仮
設
焼
却
炉
の
設
置
が
不
可

欠
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
農
業
系
副
産
物
等
の
保
管
が
ひ
っ
迫
し
て
い
る
地
域
に
お
け
る
仮
設
焼
却
炉
等
の
設
置
状
況

及
び
具
体
的
設
置
方
針
（
完
成
予
定
時
期
等
）
に
つ
い
て
、
当
該
地
域
ご
と
に
答
え
ら
れ
た
い
。

四

国
が
「
除
染
特
別
地
域
」
に
指
定
し
た
福
島
県
十
一
市
町
村
及
び
「
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
」
に
指
定
し
た
八
県
百
四

二



市
町
村
の
う
ち
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
一

時
保
管
す
る
仮
置
き
場
を
設
置
し
て
い
る
自
治
体
は
、
本
年
七
月
現
在
で
二
十
市
町
村
に
と
ど
ま
り
、
約
八
割
に
上
る
市
町

村
で
は
未
だ
設
置
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
り
、
除
染
を
し
て
も
土
壌
等
を
搬
出
で
き
な
い
現
状
に
あ
る
。
政
府
は
、
市
町

村
ご
と
の
仮
置
き
場
の
設
置
状
況
及
び
残
余
容
量
等
を
随
時
か
つ
詳
細
に
把
握
し
て
い
る
か
。
政
府
に
お
け
る
現
時
点
で
の

こ
れ
ら
の
具
体
的
な
把
握
内
容
及
び
今
後
の
設
置
促
進
に
向
け
た
具
体
的
施
策
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

五

処
理
の
方
針
の
別
添
�
で
示
さ
れ
た
「
指
定
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
確
保
に
係
る
工
程
表
」
で
は
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当

た
り
八
〇
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
廃
棄
物
が
発
生
し
て
い
る
都
道
府
県
の
う
ち
、
廃
棄
物
の
発
生
状
況
、
保
管
の
ひ
っ
迫

状
況
か
ら
、
国
に
よ
る
最
終
処
分
場
の
確
保
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
都
道
府
県
を
対
象
に
、
最
終
処
分
場
の
設
置
場
所
の
選

定
を
、
今
月
末
を
目
標
に
行
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
、
横
光
環
境
副
大
臣
は
、
最
終
処
分
場
の
確
保
に
関
す
る
協

力
要
請
を
宮
城
県
、
群
馬
県
、
栃
木
県
、
茨
城
県
及
び
千
葉
県
の
各
知
事
に
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
各

県
に
お
け
る
最
終
処
分
場
の
設
置
場
所
の
選
定
に
係
る
進
捗
状
況
及
び
選
定
完
了
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
、
当
該
県
別
で

答
え
ら
れ
た
い
。
ま
た
、
最
終
処
分
場
の
設
置
候
補
地
と
す
べ
き
適
切
な
国
有
地
が
な
い
都
道
府
県
に
お
け
る
最
終
処
分
場

の
設
置
に
つ
い
て
、
政
府
の
具
体
的
な
対
応
方
針
を
伺
い
た
い
。

三



六

岩
手
県
、
新
潟
県
及
び
東
京
都
に
お
い
て
も
相
当
量
の
指
定
廃
棄
物
が
残
存
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
都
県
に
対
し
て

も
、
政
府
と
し
て
最
終
処
分
場
設
置
の
検
討
・
選
定
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
具
体
的
か
つ
明
確
な
方
針
を
伺
い

た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


